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第２０期 国立市社会教育委員の会（第１回臨時会）会議要旨 
平成２７年１月２７日（火） 

［参加者］松田、立入、猪熊、佐藤、根本、矢野、川廷、太田、柳田 
 
［事務局］津田、清水、藤田 
 
事務局 定刻になりましたので、臨時会を始めさせていただきます。 

 先週に引き続きという形になります。お忙しいところありがとうございま
す。立入副議長から遅れていらっしゃると、武澤委員はご欠席とのご連絡を
いただいております。現在８名ですが、過半数以上になりますので成立しま
す。このまま進めたいと思います。 
 まず、いつものとおり配付資料についてご確認をさせていただきます。Ａ
４縦型次第の下に配付資料がございます。①資料１、２－２に盛り込む内容
について。先週行われました定例会の際に、２－２、２章の２節に盛り込む

内容について各委員の皆様より、こういった内容について、今回まだ入って
いないものについて特に入れ込みたいというご意見を募らせていただきま
した。メール等でご連絡をいただいたものについて、ホチキスどめしたもの
をお配りしています。続きまして、議長にご作成いただきました答申のたた
き台、黒のクリップで上側にとめていただいております２種類、これが議長
からご提示いただきました資料になります。本日配付の資料はこの３種類に
なりますが、お手元そろっていない方はいらっしゃいますでしょうか。特に
なければ、資料の確認は以上になります。 
 それでは、議長、よろしくお願いいたします。 

 
松田議長 本日は臨時会ということで、お忙しい中、ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
 では、早速ですけれども、本日委員の皆様方に２－２の内容に関して盛り

込みたいメモをお送りいただきまして、それがこちらのホチキスどめになっ
て一覧になっています。それを含めまして、黒のクリップでとめてございま
すものが２種類ありますが、これは内容的には同じもので、赤いスタンプが
いっぱい押してあって、これは見え消し版という形で、要するに修正の履歴
を残した資料になっていますので、内容的には同じものです。左といいます
か、修正の見え消し版というのは見にくいので、それでもう１枚、それをな
くして、今残っているものを見ていただくといいのかなと思って２種類用意
してきたということです。 
 それで、先週の定例会の後、１つは委員の皆様に２－２の内容をお考えい
ただいた上でお送りいただきたいと。もう一つは、定例会で前回までの課題
と目標のところまでを一緒にあわせて、まとめの案を私のほうで作成させて
いただくということで本日を迎えております。 

 それで、まず先に、まとめの案の内容から若干ご説明したいのですけれど
も、前回までの資料で言います１－４と２－１というのは、課題と目標とい
う形で分かれていたものだったのですが、その２つはかぶるところも多いの
で、あわせたほうがよりまとめとしてわかりやすいということがございまし
て、それをまとめる案をつくってみました。 
 ただ、そうしますと、１番の大きなくくりが家庭教育をめぐる現状と課題
となっていまして、それの一番後のところに来ますので、第１部みたいなも
のが大きなボリュームになって、あと方策という関係になってしまうという
ことがあって、まとめる過程で現状は現状でまとめて、課題とこれからの方
向性という言葉に直したのですけれども、それは一つのまとまりとしてまた
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まとめて、最後に方策という形でまとめますと、前回、矢野委員からお伺い
いただいていましたホップ・ステップ・ジャンプという構造が堅持できるの

ではないかということで、たたき台のほうでは１番が国立市の家庭教育をめ
ぐる現状、２番が国立市の家庭教育支援の課題とこれからの方向性、３番が
これからの国立市における家庭教育支援の方策という形で構造を整理し直
しています。 
 続きまして、資料の３枚目以降になりますけれども、めくっていっていた
だきますと、これまでの内容を全て見直してみまして、前後で重なりのある
ところや、ご議論の中で少し順番を変えたほうがいいのではないかというも
のを全て修正を図ってみました。 
 今は簡単に見ていただくということでめくっていただきたいのですけれ
ども、まず３ページのところ等では、例えば前のものでいいますと、私が作
成した家族類型のグラフがあって、一方では矢野委員が基本的に国立市の家
庭や地域の変化について解説されているので、それをあわせて冒頭に持って

きている等のまとめ方がなされています。 
 ずっとめくっていただきますと、１５ページまでが現状をめぐってこれま
で委員の皆様方が書いてくださった原稿を、基本的には新しい内容を書き起
こしたということはございません。委員の皆様方の内容を、前後の関係や重
なりがないかということを見た上で修正し直しています。これに関しまして
は本日お持ち帰りいただきまして、次回の定例会までにゆっくりと読んでい
ただいてと思っています。 
 １６ページ以降は新しい意味での第２次ですけれども、課題と今後の方向
性ということで、前回議論いただきました１－４と２－１をあわせた形でま
とめ直しています。その内容が２４ページまで続いています。これは私の責
任でということでさせていただいたのですが、である調とか、ですます調と
か、文章のほうもかなりいろんな形態がございましたので、統一した形で文
章も修正させていただいています。何をどう修正したのかというのは、こち

らの見え消しを丁寧に探していただくと、どこかにあるという形になってい
て、大変煩雑な資料ですけれども、そういう形になってございます。文意を
変更したりということは一切ございません。 
 そういう過程で、例えば柳田委員が書かれているものと矢野委員が書かれ
ているものをそのままくっつけるのではなくて、柳田委員のものを２つに割
った上で、その真ん中に矢野委員のものを入れたり等の分解して構成し直す
みたいなことを随所でやっています。ただ、繰り返しますけれども、書き加
えたり文意を変更したものは一切ありません。ですので、そういうことを踏
まえた上で、名前も外しました。委員の合意でつくる答申になりますので。
それで、そういう目で読んでいただきまして、次回の定例会でご意見をいた
だければと思っているところです。 
 続きまして、２５ページから以降は、本日別資料でホチキスどめされてい

ます、委員の皆様方が送ってくださいました盛り込みたい内容というものを
見ておりますと、大変わくわくするようなことが多くて、こちらのお話がと
てもメーンだなと本当に思ったのですけれども、かなり重なる内容も多うご
ざいましたので、ＫＪ法というのがあるのですけれども、似たものを集めて
グループにするというのですけれども、そういうことを僕のほうでたたき台
として勝手にやってみました。 
 そうすると、５つぐらいのまとまりができると思いました。それは目次に
戻っていただいたほうが見やすいのですけれども、３の１）から５）までに
なっているのですが、情報に関することと人材育成に関することと、講座等
を含めて学習機会を用意するという話と、これは図書館とかサード・プレイ
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スという議論も含めて場に関することと、あと他市との連携、組織間の連携
というネットワークづくりに関することというあたりで、おおよそ何か共通

点が５つぐらいのグループでまとめられるのではないかなとちょっと私が
思った次第です。 
 仮にそういうまとめをしたとしますと、それぞれのこちらにホチキスどめ
されている委員の皆様方が出してくださったことは、ここの領域に入るので
はないかということで、委員の皆様方が出してくださったものを分解して、
それぞれ、例えば情報に関することでは、委員の方の個々の部分をそのまま
コピペする形で集めているという状態です。ですから、２５ページ以降は文
章にはなっていませんし、内容の重なりなどに関しては一切考慮していませ
ん。ただ、出してくださったものをとにかく分解して、置いてみたという状
態になっています。 
 そうしますと、例えば最初の１）の情報に関することということで、２６ペ
ージの頭の行まで、それぞれの委員の皆様方が情報に関して書いてくださっ

ている方策内容が一覧されるような状態になっていますので、こちらを本日
は見ていただきながら、方策というものについてさらに詳しく議論ができれ
ばと思っている次第です。 
 ちょっと長くなりましたけれども、そのようなまとめと本日の進め方を考
えているのですけれども、ご質問とかご意見とかございますでしょうか。も
ちろんこの５つにぴったりはまっているわけではないのです。私が見まして
も１つ、２つ、ここにははまらないけれども、一番近いのはここかなという
置き方をしているものがありますので、ご議論いただく上でまとまりを変え
るということも、いつものことですけれども、あり得ると思います。そのあ
たりは少し幅を持って見ていただきながら、お話しいただければいいのかな
と思っているところです。もしご質問、ご意見等なければ、そういう形で進
めさせていただいてよろしいですか。ありがとうございます。 
 では、資料の２５ページをごらんください。まず、いただきました方策で、

情報に関係することがかなり重なりと共通の関心という形でございました。
それぞれ見ていただきますと、どなたが出してくださったのかというのがお
わかりいただけると思うのですが、この資料では名前は全部とっています。 
 まず、情報に関係することで、他の委員やいろんな方々の目を通していた
だきまして、少しお感じになられることやご意見をいただく形で進めていた
だければと思うのですけれども、なかなか話のきっかけがつくりにくいと思
いますので、若干ご説明いただいてもよろしいですか。 
 最初のところは、まず猪熊委員の文章から始まっているのですけれども、
このあたりで猪熊さんのほうから、お考えになられていることやお感じにな
るようなところがもしございましたら、一言、二言挙げていただければ。 

 
猪熊委員 ３－１の１）のところですか。 

 
松田議長 そうです。２５ページですね。 
 
猪熊委員 すみません。これ実は、まだ前のところでよくつかめなかったので、柳

田先生のものにまとまっていたので、柳田先生のをそのままほとんど持って
きてしまっているので、もし説明ということであったら、柳田先生に伺えれ
ばと思うのですが。 

 
松田議長 わかりました。では、柳田先生、よろしいですか。 
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柳田委員 まずは情報の一元化ということで、多くのホームページ等を見てもさま
ざまなところに書かれておりますので、それをわかりやすくするということ

が第一かなと。アクセスしやすい環境づくりをするということと、２点目の
学校への広報活動というところで、教育現場を取り込んで積極的に広報活動
を行ったほうがいいのではないかということです。（３）についてはソーシ
ャルネットワークシステムを活用する。（４）は、ホームページ等にアクセ
スしない方々もいらっしゃるかなと。家庭に１冊みたいな形の本を配布して、
啓発活動をしてはどうかということです。（５）は、せっかく自治会がある
のであれば、そういうところから情報を提供していくのがよいのではないか
ということで、このように書かせていただいております。 
 以上です。 

 
松田議長 では、同じような形で、太田委員からも次お願いしてよろしいでしょう

か。 

 
太田委員 どのようにして情報を発信するかということについては書いてないので

すけれども、どういう情報を提供したいかということについてまず書いたの
ですが、家庭教育と聞くと、学習支援みたいなものばかり想起されると、ち
ょっと偏りがあると思うので、あえて分けて書きました。学力をつけるとい
うことを支援するような取り組みはどういうものがあって、どう支援がされ
ているのかという情報も必要ですし、そうではないところでふだん見落とさ
れがちな芸術とかスポーツとか、それこそ各家庭の判断で、家庭教育として
方針を立ててやっているようなところにもきちんと目配りが必要かなと思
っています。 
 あとはどういうふうにしたら市民の声が集約できるのかというところで
は単に思いついたことを書いただけなので、もう少しＳＮＳ的なものを使っ
てもいいのかもしれないですけれども、人が集まるところに気軽に書いてポ

イと入れられるようなものがあるといいのかなと思って、子育て中の方とか
は特に気軽に何か投稿できるみたいな仕組みがあるといいのかなというこ
とです。 
 以上です。 

 
松田議長 では、次はこれは佐藤委員の。 
 
佐藤委員 有効な情報共有のあり方についてということで、柳田委員が書かれたよ

うな形で、さまざまなフォームを使って必要な人に届く仕組みがまず必要な
ことと同時に、まだ支援が必要と認識されていない方にどういうふうに情報
を発信したらよいのか、そこのところが非常に課題かなと思って書きました。
国立市にはいろいろな相談窓口がいっぱいあるのですけれども、その中で若

者から乳幼児まで幅広いところで、ざっと見ただけで８つはあるのです。電
話で相談を受け付けるところもあれば、曜日を決めて予約をして、個人面談
のような形で相談をする。いろいろな形があります。子どもの情報をキャッ
チできるような、子どもの相談できる電話相談みたいなのもあります。さま
ざまあるのですけれども、そこで得た情報を共有できる形になっているかと
いうのは、今現在、少し疑問があるかなと思って、そういう悩みや不安を抱
える家庭からの声のキャッチをどうするかというところが課題だと思って
書きました。 

 
松田議長 次のところ川廷委員のほうから出ているのですけれども、ばらばらにし



 5 

ちゃっているのですみません、本当に。 
 

川廷委員 どこだったのでしょうか。 
 
佐藤委員 私が書いた下。 
 
松田議長 ２５ページの下から５行目のところです。 
 
佐藤委員 支援の方策としてなんていうところは一緒です。 
 
川廷委員 とにかく情報はたくさんあるのですけれども、それが受け取る人にとっ

てわかりやすい形で提供されていないので、それを整理してホームページに
載せるとか、多様な形で提供できるようにしていかないと、いくらいろんな
施策をしても伝わらないかなということで書かせていただきました。 

 
松田議長 それともう１点、これも佐藤委員からです。 
 
佐藤委員 そうです。社会教育施設やＰＴＡ等との連携についてということなので

すけれども、先ほどから出ているように、いろいろな取り組みを個々にやっ
ていても、どういうことをやっていて、どういうことが課題として見えてき
たのか、ないしは有効な手段等を持ったのかという情報そのものが共有でき
ていないのではないか。それを共有する仕組みをここでつくるべきではない
か。そうすると、ひょっとしたら無駄な力を使っているところがあるのかも
わからないし、足らないところが整理によって見えてくるかもわからないと
いうことで、情報の一元化ということで、ニーズに応えられる支援が組み立
てられるのではないかと思いました。 

 

松田議長 というあたりでちょっと委員の皆様方から。かなり重なっていると思う
のですが、大きくは、しかしながらどう発信して届けるかという面をいろい
ろお考えくださった部分と、どう集めるかというか、何を出すのかという、
その仕組みを少し問題にしてくださっている部分ということなのかなと思
ってちょっと見ていたのですけれども、いかがでしょうか。ご意見とか、こ
の辺を力点にもう少し置くべきなんではないかとか。目安箱的なものって、
今、国立には全くないのですか。 

 
佐藤委員 いろんな施設にそれぞれ箱が置いてありそうな。 
 
事務局 市役所全体にメールで問い合わせをすると、１つの部署が集約する形のも

のがあったり、メール以外でも投書みたいな形でボックス、昔の木の郵便ポ

ストみたいなのが施設には各所置いてあって、それが最終的に集約されて市
役所の窓口に集められて、各担当の部署のところに配付されるというシステ
ムは実際にあります。 

 
太田委員 ちょっとイメージしていたのは、視覚的にわかりやすくするということ

をイメージしていたのですけれども、例えば子育て中のお母さんがよく行く
ようなところに必ずみんなが目に入るような形でご意見募集中ですみたい
なことが、そういう看板をつくるというわけではなくて、あそこで意見を集
めているんだねみたいなのがわかるような風景が日常に織り込まれていた
ら、情報も出しやすくなるし、あそこで出したこの間のあの意見どうなった



 6 

のかなというふうに、そこを見れば必ず思い出すみたいになるのかなという
ことを考えていたんですが、あまり説明できてなくてすみません。 

 多分、意見を言うってなかなかハードルが高いことで、よほどのことがな
い限りは、自分から何か意見をまとめてどこかに投げかけようということは
しないと思うのですが、もっと気軽にやっていけないかなという思いです。 

 
松田議長 デジタルベースのものとアナログベースといいますか、対面ベースなも

のがあると思うのですけれども、両方ともに必要だという感じですよね。デ
ジタルベースのものは、一方ではポータルサイトみたいな家庭教育にかかわ
ることとか子育てにかかわることだったら、まずここを見ればいいという形
にはなってないわけですよね、現在。そのあたりのご指摘は随分あったかな
と確かに思いました。 

 
佐藤委員 高齢者福祉の場合は、そういう窓口をつくろうという動きがいろんなと

ころであって、とりあえず何でも相談できる窓口、そこから必要なところに
紹介されて行けるようにということで、そういう窓口をつくっていらっしゃ
いますよね。 

 
事務局 ふくふく窓口でしょうか。 
 
佐藤委員 ふくふく窓口ですね。そういうふうに子どもに関することとか子育てに

関することが、同じようにいっぱい質問が来ています。相談の窓口とか電話
などはあるのですけれども、それが一本化されるというのが、今、太田先生
がおっしゃったようなわかりやすい、とにかくそこに行けば何でもわかると
いうものになればということですよね。 

 
太田委員 はい。目に見える支援になるといいなと。支援って目に見えなかったり、

情報も目に見えなかったりするのですけれども、意識しなくてもあそこでち
ゃんと支援してくれているみたいなことが視覚的にわかるといいなと。デジ
タルな情報発信も大事だと思うのですけれども、ポータルサイトをつくって
もそこにアクセスしない限りは絶対見てもらえないわけですよね。そうでは
なくて、日々の生活の中にちゃんと確認できるような物質的な何かをつくれ
るといいのかなと思ったのです。 

 
佐藤委員 多分、高齢者の方の相談窓口よりも難しいとは思います。お勤めをされ

ていたり、子どもが小さいから家から出にくいという人もいたり、そういう
ものにかかわるチャンスが少ないから、だからこそより幅があって、両方い
ろんな形でチャンスがあるようにしたらいいわけですよね。 

 

太田委員 ちょっと話がそれるかもしれないのですけれども、国立の駅前にブック
ポストがあって、図書館の本が返せるようになっているではないですか。実
際あそこで本を返すということをしている人は多くないかもしれませんけ
れども、あれだけ目立つ場所にああいう形で図書館のポストが置いてあると
いうことにすごく意味があると思っていて、実際、国立の図書館がどうなの
かは私はよくわかりませんが、あれを見ると、このまちでは本が借りやすい、
返しやすい仕組みができているのだなということは少なくとも伝わってい
ると思うのです。 

 
松田議長 利便性ということだけではなくて、開かれたイメージといいますか、ア
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クセスがしやすいというか、そういうところのあれですよね。仕掛け方とい
うか。 

 
太田委員 はい。 
 
松田議長 メディアみたいなこととも関連が深いのですけれども、そこら辺、矢野

さん、ふいで申しわけないのですけれども、どうですか。 
 
矢野委員 皆様のお話を伺って、情報というのは量、質、それと実はもう一つ重要

なのはタイミングというか、例えば防災情報がそうなのですけれども、それ
はみんな大変ですよね。何かあったときにと思うけれども、すぐ忘れちゃう。
だから、３・１１の日とか９・１とか、そういうある節目を設けてやると、
狂ったように高くなることがありますね。みんなでマスコミがやると、そう
いえばちょっと何か確認しようかしらとか、うち水なかったのかなとか、リ

テラシーとまで言わなくても、情報をとりにいく側がモチベーションが実は
ない。 
 それを送り手側の責任にして出しているのに、なかなか見られなかったで
はない。そのきっかけづくりは大事で、ああいう防災だとそういう日付を決
めてできるのですけれども、これはどうしたらいいかなと思って皆様のお話
を伺っていたのですけれども、やっぱりモチベーションが高いときに情報を
送ってあげるのが一番いいので、東日本大震災が起きたときにはみんなびっ
くりして、どこでガソリンを売っているのか、電気はどうしたらいいのかと
思ったということがありますよね。 
 僕は男なのでわかりませんけれども、生まれたときとか、３カ月健診のと
きはものすごいモチベーションが高いですよね。それとか保育園に入ったと
きとか。そういったときに保育園の情報だけではなくて、実は国立市は地域
を挙げたり、行政またはいろんな関係機関でこういうことをやっているから、

万が一何かあったら、別に病気だけではなくて、将来なるかもしれませんよ
とか、小学校入学したときは期待が大きくて、この子はきっといい子になる
に違いないなとみんな思っているけれども、実は何かあるかもしれないとか、
そういったある節目を利用しながら、情報というのはこういうふうにやって、
支援もこういうふうにあるのですよということを挙げれば、家庭の便利帳じ
ゃなくて、防災マップじゃないけれども、ということかなという気がちょっ
としました。やっぱり量は絶対不足しているとは思いません。一元化したっ
て見に行かない人は見に行かない。 
 あと、集め方は、今、太田先生のお話を伺っても、意外と日常化するとい
うことだと思います、僕も。ある日突然、何かやったってだめですよね、意
見を募集しますという。日常の中にあるということが、だんだん大事になっ
ていくってよくあると思うので。ただ、これはフィードバックの仕方をどう

保障するか、そこがないと信頼性は崩れますよね。これはＮＨＫなんかも全
部そうです。ご意見募集くださいと言ったって、ご意見募集したっきり、あ
んたたち何にも、どこで生かしたか。いつもそうです。そういう番組は１年
もしないうちに、あれ、ＮＨＫは演出でやっている。意外なものだよね、お
れたちの声を何だと思っているのだと。今の人はすかさずわかるから、日常
化した情報の吸収をしたときに、そのフィードバックをどういう形で、どこ
までしているかということも説明責任しておかないと、せっかくのものも無
駄になるかなという気がいたしました。 

 
松田議長 フィードバックのセットって大事ですね。意外とオペレーションを考え
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ると邪魔くさいのですよね、それって。いろんな意見も来るし。 
 

柳田委員 その他大勢でもいいのですよね。何件という件数がどのくらいあるかと
か、そういうことも。 

 
太田委員 それこそポータルサイトをつくるのであれば、いただいたご意見はここ

で検討して、結果はこういうルートで発表しますみたいなことをそこに載せ
ておけばいいと思うのです。 

 
猪熊委員 目安箱ではないですけれども、どういうところにそういうのを置いたら

というので、今年でしたっけ、消費税が上がって、子育て家庭には１人１万
円ずつお金が来る。名前は忘れちゃったのですけれども、そういうのがあっ
て、締め切りが１２月までだったのかな、申請する締め切りがあって、締め
切り近くに歯医者さんの本棚の上に「あなた忘れていませんか」みたいな張

り紙があったのです。それは子どもが行く場所に、歯医者さんと税金じゃな
いですけれども、補助金ですか、それとは全く無縁なのですけれども、そう
いうお知らせがあると、みんな、あっ、そうか、そういえば忘れていたわと
いって思い出すこともできますし。それは歯医者さんだったのですけれども、
小児科とかでも予防接種、健診ではわりと待ち時間もありますし、そういう
ところだったら何か書いて入れることもわりと可能かなという感じはする
ので、全く市の公共施設というわけではないところで何かそういう協力をや
れる場所が意外にあるのではないかなと思います。 

 
松田議長 日常的な子育てするときの動線の中にそういうものがあるということで

すよね。ああ、なるほど。 
 
太田委員 後のほうに出てくるのですけれども、ショッピングセンターなどを間借

りして、子ども家庭支援センターの分室みたいなものというご意見があった
と思うのですけれども、買い物ってほとんどの家庭では必ず行くので、子育
て家庭も必ず行くと思うので、そういうところでも何か工夫ができるかなと
思うのです。公園とかでもいいのですけれども、年齢的にも偏っちゃいます
し、みんなが行く場所というのはないですよね。駅とスーパーは必ずみんな
行くと思うのです。 

 
根本委員 コンビニとか。 
 
太田委員 コンビニとか。 
 
松田議長 ごみ券がコンビニに売っているとすごく便利なのですけれども、売って

いるところと売ってないところがありますよね。それって意外と。 
 一方で、これは柳田先生の宿題になっていますけれども、メディアとして
の学校というのはどうなのでしょうね、今。 

 
柳田委員 家庭教育支援ということで学校から広報活動ということですよね。 
 
太田委員 ちょっとよろしいですか。さっき矢野さんがおっしゃっていたことで、

タイミングが大事だってすごいよくわかったのですけれども、例えば小学校
に入学するときに、親御さんも必ず入学式にはおそらく行くじゃないですか。
そこで学校のことも多分いろいろ気になるだろうけれども、小学生になった
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から習いごとどうさせようかとか、放課後の時間どういうふうに過ごすのだ
ろうとかということを話せる場が、そのタイミングであるといいのかなとも

思うのです。 
 
立入副議長 そのタイミングというのは。 
 
太田委員 入学するタイミングという。 
 
立入副議長 私、育成会のことをしているのですけれども、入学式の日前後の場合、

その日ではなくて、１週間前とか１週間後ぐらいがいいとは思うのですけれ
ども、その当日ってお母さんとお父さんはいるのですけれども、いろんな説
明をされて、いっぱいいっぱいの状態なのでという話。 

 
太田委員 だから、当日ということではもちろんなくて、いろいろ不安を。 

 
立入副議長 そうですよね。その辺でいろんな仕掛けがあるといいですよね。 
 
太田委員 いろいろ考えているときに、ちょうどよくそれをみんなで話し合える場

所を設けて、ぜひここに来てくださいということですとか。 
 
立入副議長 茶話会じゃないですけどね。 
 
太田委員 前、ＰＴＡで家庭教育の学習会を時々やっていらっしゃるというのがあ

ったじゃないですか。それをもう少し組織化するというか。 
 
猪熊委員 あれ、毎年行われているのですか。新入生のための市でやっている、毎

年１回説明会みたいな。 

 
根本委員 就学時健診？ ではなくて説明会。 
 
猪熊委員 説明会は各学校でありますよね。ではなくて、２年ぐらい前にはあった

と思ったのですけれども、これぐらいの時期に市で集まる、新入生の人たち
に学校生活なんかを説明するような。 

 
根本委員 教育フォーラム。 
 
事務局 本年度も１２月１９日に開催しました。 
 
太田委員 そういう形で、学校について説明するのではなくて、家庭教育をどうす

るかを話し合える場をつくるという提案です。 
 
佐藤委員 教育フォーラムは全員が来るというわけではなくて、お知らせはして。 
 
根本委員 しています。 
 
佐藤委員 来たい人だけが来るという、そんなにいっぱい、全部が来るというわけ

ではない。 
 
根本委員 もちろん全員の方がいらっしゃるわけではですね。 
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事務局 今年のは、たまたま私がそういう対象の親だったので来たのですけれども、
来年、小学校新入学する子の家庭に郵送なのか、妻が受け取っているのでわ

からないのですが、何らかの形で案内が来ていて、ただ、タイミングが保育
園とか幼稚園の終業式の日と重なっちゃったみたいで、そこは今佐藤委員が
言われたように、集まりがあまりよくないような結果があったようなのです
けれども、一応今年もやっていたし、多分去年とか、その前から続けてやっ
ているようです。 

 
猪熊委員 そうですよね。３年ぐらいですかね、今年で。 
 
佐藤委員 だから、やるのであれば、各学校の説明会がありますよね、そういうと

きが本当は一番多くの親御さんが、必ずとは言わないけれども、ほとんどの
方がおいでになりますよね。そういう機会に、何か相談事があったときは、
例えばこういう場所があるとか、こういう機会があるとか伝えるのが一番確

実なような気がするのです。 
 
根本委員 それがベストですね。その中では、自分のお子さんのことでちょっと相

談事があるとか、教育相談だったら市ではこういうのがありますよみたいな
パンフレットとか、そういうものを配ったりはしていますね。 

 
佐藤委員 今もしていますよね。 
 
根本委員 ええ、そうですね。 
 
佐藤委員 市内の学校に行くおうちだったら、わりと確実に情報が１回は届く。 
 
根本委員 なので、ちょっと思ったのは、さっき矢野委員が便利帳ではないけどみ

たいなことをおっしゃっていたのですけれども、国立市の便利帳ってありま
すよね。あれをばっと最初に見ると、索引じゃないけれども、こういうとき
はどこへ、こういうときはどこへとぱあっとなっていて、何ページみたいな
感じで見やすいのですけれども、本当に簡単で、こういうときはこんなとこ
ろみたいなものをつくって、こういうところでいろいろ困ったときは相談で
きますよ。説明会の中ではあまり時間がないので、そういうのをばあっと配
って、皆様に改めてこういうのがあるのだというのを知っていただくという
機会にはなると思います。 

 
佐藤委員 そうですね。そういう冊子を例えばつくって、何か不安があったり相談

したりするときに、こういうものを活用してくださいという説明をちゃんと
して渡せば、利用される可能性がありますよね。 

 
根本委員 それは随分高くなると思いますね、利用度が。 
 
太田委員 情報を集約して発信するというのはすごく大事なことだと思いますし、

今お話していたようなタイミングでできれば、効果も高まると思うのです。
さっきあまりちゃんと強調しなかったのですが、２５ページの中ほどに書か
せていただいていることで、四角い黒マークを２つつけているところの１つ
目ですけれども、家庭教育って困ったことへの対応だけが支援ではなくて、
うちではどういう教育をしていこうかな、この子をどう育てていこうかな、
そのためにどういうことを学ばせようかみたいな作戦を立てるというのが



 11 

実は一番大事なのではないか。各家庭でそういうことに取り組めるかどうか
がすごく大事なのではないかなと思うのです。 

 それがないと周りに流されるというか、仲よしのあの子がピアノを習い始
めたから、うちもどうしようかしら、でも月謝が高いしみたいなことがきっ
と起こると思うので、どうしようかということを家族の中で話し合うという
のをぜひ支援したいと思うのです。 
 それはその時々で、各ご家庭でやっていらっしゃることではあると思うの
ですけれども、それこそタイミングが大事で、例えば小学校に入学するとき
に学習机をどうしようかとか、リビングで勉強したほうが宿題はよくやるよ
うになるとか雑誌で言われているしみたいな悩みがあって、でもそういうこ
とをお友達同士では話したとしても、そういうときにもう少し公的にきちん
とアドバイスをしてくれる人がいるとか、悩みを共有して、自分は少数派だ
けれども、あの人も同じような意見を持っているから勇気づけられるとか、
そういう関係がつくれるといいのではないかと思うのです。 

 
立入委員 私もこれを資料で読んだときに、いいなと思いながら読んでいました。

というか、欲を言えば、まだおなかに赤ちゃんがいるころに多分そういうと
きって、先の話なので、ご夫婦で未来について語ることの多い時代になると
思うので、そういうときにそういう時間があるといいなと思いながら読んで
はいたのですけど。 

 
太田委員 それが多分、前回まで議論していた多様な家庭教育を支えるということ

になるのだと思うのです。 
 
矢野委員 私も実はこれ一番感激しました。これ、１年前ぐらいにいただいたのを

今回もう１回よく読んだのですけれども、ひきこもりの関係の、ひきこもり
といったことで言っちゃいけないのかもしれないですけれども、これは筑波

大の先生のお書きになったものですが、日本の家庭で一番不足している、私
の自己反省も含めていくと、よく勉強していい学校へ行ってほしいとか、そ
ういうことは言うけれども、私たち夫婦があなたにどういうふうになってほ
しいと思うのか、自分は何になりたいのか、そのためには何をしなきゃいけ
ないのか、どういう本を読まなきゃいけないのか、そういうことを全くやら
ないで、あそこの塾へ行くといい学校へ行けるらしいよとか、今おっしゃっ
たように、みんながピアノを弾いているからピアノでも弾いたほうがいいよ、
きっと情操教育にいいらしいよとか、非常に画一化された薄っぺらいものだ
けが、戦後７０年覆ったと思いますね。 
 本来、経済的にも自立しなきゃいけないし、教養的にも、文化的にも、論
理的にも１人の人間としていくためのことを全部めぐって、それは国立だけ
ではないと思いますけれども、それはそういうことを家族、夫婦の中でもそ

うだし、親子と向き合って話す訓練が全くスポイルされたと思うのです。だ
から、元旦でもいいから、タイミングは重要ですから、３月３１日、この１年
間の総括とまでは言いませんけれども、向き合ってやるって結構大事かもし
れないですね。これが国立発で全国に広がったら、この国は相当よくなると
思うけど。社会の単位が世代の中を超えてどこへ向かうかということの原点
だと思います。 
 本１冊でもそうだと思うのですよ。この本を読んでほしいというか、読め
でもいいけれども、そういうことってありますよね。その本を親がわからず、
これが売れているらしいとか、こういう本は今図書館で借りている人が多い
らしいよとか、親の存在そのものが希薄になっているから、親離れできない、



 12 

子離れできないと書いてありますけれども、ではないかと思うのです。ちょ
っと飛躍しているかもしれませんけど。 

 
松田議長 今のは非常に重要な話だと思います。これは答申の構成上ということで

すけれども、学習機会という話と大分リンクしてきますね、どうしても。家
庭教育を行うための学習の機会をどういうふうに用意するかという話と切
っても切れない話になりますので、その部分をくんでいただきながら、当然
ここでの情報というのはかなりファーストタッチといいますか、どうすると
か、どう情報を上げるというところで見ていただければいいのかなというと
ころがありますので、その議論は学習機会というところでそのままやってみ
られればなと思います。 
 あと、今のお話で、大体情報のところは話がまとまってきたなと思ったの
ですけれども、１個僕が逆に気になったのは、自治会の回覧板って今でも機
能しているものなのですか。 

 
柳田委員 はい。これは自治会の首長をやっていますので。高校とか中学校がタイ

アップしてそういうことをやったり、市にもよるかと思いますけれども、来
れば見ないで送ってしまうときもありますけれども。中の紙が見やすいよう
に、目につきやすいようにこういうふうに、見てもらいたいところをうまく、
ショッピングセンターのチラシではないですけれども、買ってもらいたいも
のはここに置くとかではないけれども、見てもらいたいところはそこに来る
ようになって送られてきますので、ついつい目がいってしまう。ただ、必要
なものがあれば、ちょっとこれ置いておこうかなというのはありますけれど
も、全てではないかと思いますが、ないよりはましかなということです。 

 
佐藤委員 自治会の組織率が非常に低いです。地域によって違いますが、例えば東

はわりと組織率はあるほうだと思います。三小区域はあると思いますし、四

小もある程度あると思いますが、地域によっては中とか西とか、非常に少な
いのではないかという話を聞いています。私の住んでいるところはたった
６０軒ぐらいしかない小さな自治会なのですけれども、新しく２０軒ぐらい
できたのですけれども、そのほかにマンションとかもできていますけれども、
その方々は一切お入りになりませんので、戸建ての住宅が７０軒ぐらいあっ
て、四十数軒。小さいから、それでもまだ高いほうだと言われます。だから、
組織率はもっともっと低くて、ほとんどの人が入ってない地域もあるようで
す。ですから、地域差があるものの、全体からいうと組織率は低下している
ほうが多いのではないか。どの地域もそうなのではないかなと思うのです、
国立の場合は。 

 
松田議長 そういう意味では回覧板がすごく有効な地域もあれば、地域的には自治

会自体に入ってないところもたくさんある。 
 
佐藤委員 入らないと回覧板が回りませんからね。ですから、情報が行き渡るとこ

ろと全然渡らないところ、それから自治会はできていても回覧板は年に何回
しか回らないところもありますから、有効に使えるかどうかというのは地域
によって違っていると思います。 

 
松田議長 そうしたら、情報ということでいろんな面からご議論いただいて、少し

方策のポイントのようなものが見えてきたかなと思いました。 
 次のほうへ移っていきたいと思います。２６ページのほうで、次、人材育
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成ということにかかわって、特にコーディネーターの育成ということをお書
きくださった委員の皆様が３名ほどいらっしゃいまして、最初の文章は立入

さんでしたっけ。 
 
立入副議長 そうですね。私の文章ですね。 
 
松田議長 若干補足的なご意見をいただければと思うのですけど。 
 
立入副議長 これは家庭教育支援だけに限らず、学校支援の場合であれば、学校と

家庭なり子どもなりのコーディネーターが必要になると思いますし、家庭教
育であれば世代間で、先ほどの話にも出てきたように、どうしたらいいのか
しらということを伝えられる場でもあるような気がするのです。 
 その仲立ちをする人というのが、平たく言えば先に子育てを、年齢は関係
なく、早めに結婚した方は早めにそういう機会に遭遇しているわけですし、

後からの人でも相談できる人というのはいると思うのです。民生委員とか児
童委員に限らず、学校の子どもの先輩のお母さんというか、保護者というか、
相談できる人がいると、大したことではなかったのだなって気づくことも
多々ありますし、伝えてあげられたらいいのになと思う。 
 私より上の世代の人からもそういう話は聞いていますので、そういった民
生・児童委員は国立市にも２０人ほどいらっしゃると思うのですけれども、
年齢はその方たちも上がっていきますし、子どもに限ったことではないので
すけれども、だんだん差が開いてきていて、その伝え方というのは間に入る
人がいたほうが伝わりやすいのではないかと思っていたので、間に入る人が
何らかの形でいたらいいのではないかと思ったがためなのですが。 
 この研修制度というのは、近所の知り合いの人が何かを伝えるというより
は、何か１つの伝え方のルールというか、受けてから伝えたほうがよりうま
く伝えられるのか、誤解を招かないのではないかなという思いがあって、善

意で多分伝えていてくれていることなのに、ちょっと誤解を受けてしまって
みたいなこともよく聞きますので、そういう意味では研修制度みたいなのが
あればいいなと思いました。補足になっているかどうかわからないのですけ
ど。 

 
松田議長 佐藤委員のほうからもコーディネーターの。 
 
佐藤委員 １９期の社会教育委員の会の答申の「地域における学校支援の方策につ

いて」というので、コーディネーターについては随分取り上げています。国
の動きも皆様ご承知のようにあり、東京都でもそのような育成講座をしたり
しています。なぜそういうのが必要かというと、今、立入副議長がおっしゃ
ったように、必要としている人といろいろなことを行う人の間をつなぐ役割

という中間の仲立ちをする役割があることで、いろいろなものが円滑に回っ
ていく。それと、一過性で終わらずに、いろいろな事業が継続して行ってい
けるとか、いろんなものがあって、コーディネーター、仲立ちをする人が必
要ではないかという話だと思います。シバの家においでになったと思います
けれども、そういうところでも結局そこにいる方々が地域の人たちといろい
ろなことをつなげているわけです。場があって、つなげる人がいないと物が
動いていかない。そのつなげる役割のソフトな部分がコーディネーターだと
思います。 

 
松田議長 これは川廷委員のほうからもいただいていて、コーディネーターで。 
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川廷委員 私、特に入れていたわけではなくて、目次のときに項目が載っていたの

で、入れさせていただいている。自分としての意見は特にありません。 
 
矢野委員 コーディネーターのことなのですけれども、これは理念として非常に立

派でいいし、だれもこういうのは要らないよと言いにくいのではないかと私
は思うのです。問題はだれがやるかということで、先ほどの自治会長さんも
そうですし、ＰＴＡ会長さんとかマンションの管理組合長さんとか何か、理
念としてはいいし、やってもらったほうがいいよねと。では、やって。いや、
ちょっと忙しいものですから、どうしようねとなって、非常に俗人的に頼っ
ちゃうところが多くて、どうしたらいいのかなって私も思って。 
 文科省のまねをするわけではないですけれども、文科省のを見ると、家庭
教育支援チームというのですか、一種組織的にして。組織的にやらないと担
保されてないじゃないですか。その人が急に、例えば立入さんはいい人でも、

１０年以上もコーディネーターをやっているのよと。急に病気になっちゃっ
たら、次だれかやってくれるのと言ったら、だれもいなくて、立入さんで終
わっちゃったなんてなってもしようがないし、ある程度組織で担保できるほ
うが一番いいと思うのですけれども、それにしてもその次はだれがつくるか
とかあったり、そこが最大のアキレス腱というか、課題で。 
 私も先週からちょっと思って事務局にも問い合わせたのですけれども、こ
れも国の政策ですけれども、スクールソーシャルワーカーを今国が１万人に
増やそうとしていますよね。ＮＨＫ学園も今年の４月から自前でつくって、
養成課程をつくろうということで、国立も小学校、中学校で今まで１人しか
いないと。１人でできること、できないことってあるのですけれども、学校
だけの中で完結するのは難しいので、児童相談所とか精神保健衛生とか、そ
ういったところと連携をとるという役割が必要なのですよね、１人の子ども
を見るのにも。 

 そういうことも含めると、スクールソーシャルワーカーを書こうかなと思
ったけれども、時期尚早過ぎるなと。国立市さんはまだ１年もたってないと。
学芸大のある小金井市は大分先行してやっていらっしゃるからいいのです
けれども、ここにはまだそういう組織が生まれる感じは、僕の勝手な決めつ
けで申しわけないのですけれども、ちょっと難しいなと思って、今度は書か
なかったのです。非常に俗人的に頼る旧来型のやり方をやっていて、猪熊委
員もＰＴＡでつらい思いをなさったりして、そこをブレークスルーすること
ができれば一番いいと思うのですけれども、その辺は何かいい方法はありま
すか。コーディネーターをだれが担うかというか、どういう組織が担うかと
いう。 

 
佐藤委員 前期のときも必要性というものはだれもが一致したのですけれども、そ

れをどのように提案するかという具体的な提案までには至らないというと
ころがあったのです。必要なのです。 

 
太田委員 ちょっと逆の意見を言うように聞こえるかもしれませんが、市が市の責

任としてコーディネーターを育成して、いわば専門職のような形でその人た
ちに動いてもらうということについては、私はあまり賛成していないのです。
なぜかというと、それはそれこそ家庭教育への介入になりかねないような気
がするのです。どういう人がコーディネーターとしてふさわしいのかをだれ
が決めるのかという問題が出てくるような気がして、専門職化が進めば進む
ほどそれに反発をして、あそこには相談したくないという人たちも増えるよ
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うな気がしています。 
 十分相談窓口はあるし、いろんな専門職の方がそこで相談に乗ってくださ

るような体制はそれぞれあると思うので、むしろ家庭教育というところで考
えるのであれば、いわばアマチュアというか、みんなが手探りしながら、自
分たちの家庭教育をどうしようかというのを考えているときに、一緒に悩め
る人たちとつながることが大事だと思っていて、そのつながりをつけるとい
う意味でのコーディネーターはすごく重要だと思うのですが、それはあえて
育成する必要があるのかどうか。仕組みをつくっておくことで十分なのでは
ないかという気がするのです。 

 
立入副議長 今の太田先生の意見はよくわかるのですけれども、私も市がどうのこ

うのというよりは、ＮＰＯとか、そういうところでやりたいという人が出て
くるのが一番望ましいと思うのです。ただ、その組織として何人かの人がい
たほうがいい、チームで動いたほうがいいというのは、私もそれには賛成で

すし、あとは例えば行政から研修を受けてお墨つきを得たからといって、伴
走する人、例えばマラソンしている人だったら、そばに一緒に走る人ってい
ますよね、プロの人で。そういう感じの伴走者がいるといいなというのが、
コーディネーターのイメージなのです。 
 それはボランティアでできるのかなというのが私は疑問で、みんな多分Ｐ
ＴＡの役員だった人がやればいいなって、私もどこかの頭ではあるのです。
そういったことを経験した人だとわかるのではないかと思うのですけれど
も、みんな忙しいというか、仕事がもちろんあって、そのときだけだからや
るという人がほとんどだと思うのです。よっぽどではないと続けてやってい
る人は多分少ないのではないかと思うと、一度経験、例えばＰＴＡの役員な
ら役員を経験した人だと、人とのつき合い方というのはある程度、学校なら
学校の中であるのですが、グループ化しちゃう部分ってとてもあって、この
人の意見は聞くけれども、この人の意見は聞かないみたいな狭い感じになり

がちなのを、研修制度とかチームというと、なくなるではないかという気が
何となくしているので、それは行政にちょっと助けてもらいながらというの
がいいのかなって何となく思うのです。 

 
太田委員 私、人よりも場所のほうが大事かなと思っていて、コーディネーターと

いっても、だれが何をしてほしいのかもよくわからない状態でコーディネー
ターですと言っても、結局何もできないですよね。 

 
立入副議長 そうですよね。それは例えば福祉館とかそういうところで、先ほどの

学校に入学する前にこんなことを相談したいという、例えば入学前のカフェ
みたいな、お茶会みたいなのがあったりすると、そこにそういう相談する先
輩のお母さん方がいますよというのを、例えば地域でやったとしたら、そこ

が場所で、そこに告知して集まる人がいれば、それはそういう形になってい
くのかなと思います。 

 
太田委員 それは市の仕事としてはやっていただけないのですか。 
 
立入副議長 そうですよね。 
 
太田委員 ええ。そういうのはやっていただけないものなのでしょうか。 
 
事務局 浅薄な知識の中ではあるのですけれども、月齢が同じ子どもの親御さんっ
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て、保健センターで、生まれる前にお風呂の入れ方等を学んだり、あと何カ
月健診、１歳児健診等でグループがつくられて、それを補助するということ

は、市でバックアップをしています。グループにはひとり立ちは当然してい
ただく形ですね。ただ、子育てをする中での悩みや相談は聞きますよという
形で、毎月のように１つのグループができ上がっているので、全てに補助し
ていくというのは難しいので、多分相談を受けるみたいな形なのだと思うの
です。 
ある程度の年齢になっていくと、グループ自体がばらばらになっていくと

いう状況があるのです。それは多分、保育園に入るお子さんと幼稚園に入る
お子さんということで、コミュニティが変化してくるからなのだと思うので
す。現状、スタートとしてはなくはないけれども、生活スタイルが変わって
いく中でそういうグルーピングがまた変わってきていて、各家庭、各お子さ
ん単位でニーズが変わってきているかなと思います。 

 

佐藤委員 １９期のコーディネーターの育成というのは、行政が組織立って育成を
していくとか、そういうことを提案しているわけではなくて、そこが先ほど
から議論が出ているように、上からの押しつけでコーディネートをすると言
われてもおかしいではないかという議論も含めていろいろあったので、具体
的な提案までには至らなかったという必要性、ソフトな形で仲立ちをする人
たちが必要だということは共通理解になったのですけれども、それを市が育
成すべきではないとなっているのです。 
 ただ、場を持っても、自然発生的にその場をある程度運営していく動きが
ないと。ただ任せて、子どもとか大人が集うだけで、ほっといたらいいとい
うことではない。その場をどういうふうにみんなのものにしていくかという
動きをつくる人がいる。それは行政なのか、ＮＰＯなのか、それとも地域の
人たちが入るのか、そういうところの中心になるのが、名前はどうであれ、
コーディネートをする人なのだと思うのです。 

 だから、そういう人たちを無償で初めから考えるのではなくというのも、
継続性を考えたときにあったわけです。別にお墨つきを与えるわけではあり
ませんけれども、継続した活動を支援するために必要なものということで、
有償化というものも議論されたわけです。 
 だから、場とセットなのでしょうね、コーディネーターの育成というのは。
だから、育成をして終わりということではなく、その場をどう動かすか、そ
ういう人たちとどうつないでいくかという役割を持つものが場としてある
ものと、ソフトとして人がいるというのがセットだと思うのです。 

 
矢野委員 質問なのですけれども、１９期のは地域による学校支援という形でした

よね。あのときはすぐイメージ化しやすくて、佐藤委員がやっていらっしゃ
る昆虫のああいうのとか、あとスポーツというのがあるのですよね。それも

本当は、親というか、子どもはどう思っているか知らないけれども、やって
みたほうがいいに決まっているという、ある程度土俵が結構わかるのですけ
れども、例えば立入副議長が今回お書きになったのも、さっきから出ている
ように多様化しているし、子どものあれも乳児から高等学校ぐらいまで広い
し、健康相談とかメンタル相談とか、さっき言った芸術を何とかしたいんだ
とか、全部やっちゃうのですか。そうしたら、すごいコーディネーターがい
ないと大変ですよね。要するにコーディネーターはどういう相談を受けて、
どういうコーディネートをするのかというのは、この文章だけだと、土俵が
広過ぎてないかなという気がしないでもない。 
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立入副議長 ここの文章の中でイメージしているものというのは、学齢期が主だと
思うのですけど。 

 
矢野委員 小中学生で。 
 
立入副議長 小中学生だと。 
 
矢野委員 どんなことを親と伴走するのですか。そこが難しい。さっきの学校支援

というと、今の学校ではなかなかできない体験とか、スポーツとか、技術と
か、そういったことが特定されやすくて、そういうふうにあのときも書いた
はずなのですよね。だけど、このまま書いちゃうと何を結局この期に。 

 
立入副議長 そうですね。具体的に何というのは多分その時期。 
 

矢野委員 そうそう。コーディネーターはいろんな分野の人がものすごくいっぱい
いることになりますよ。 

 
立入副議長 それは家庭教育ということに限ってのコーディネーターなので、学校

のことは置いといて、例えばＰＴＡのサークル活動ってあるのですね。サー
クル活動でしゃべり場って昔あったみたいで、お茶を飲みながら自分たちが
言いたいことを言って、それで何かになっていくということではないけれど
も、その時その時のことを相談するようなサークルみたいなのがかつてあっ
たみたいなのですけれども、それはそのときに共通のどうしたらいいのだろ
うと思った人たちが集まってやっていたのが、数年たってくると、どうした
らいいのだろうという内容も変われば、感じ方も変わってくるので、それは
ずっと継続して続いていかなかったのです、たまたま私がいた四小のＰＴＡ
は。それが違う形のサークルになったときに暮らしレシピという場になって、

そのときに生活の提案みたいな形になったのです。 
 
矢野委員 ちょっとあれなのですけれども、というぐらいイメージがばらばらだか

ら、このままだと危険だと思います。今のお話は非常にすばらしくて、そう
いう保護者の方が手探りでつくり上げていくというお話だと思うのですけ
れども、それをコーディネーターと呼べるかという言い方はよくないですか
ね、なのかなという。それはちょっと次元が違うのではないですか。 

 
立入副議長 それはコーディネーターじゃないですよ。 
 
矢野委員 だから、ここでもしコーディネーターを今回答申に置くとしたら、具体

的とは言いませんけれども、いくら何でももう少し言わないと。市が人材を

つくるべきか、つくらざるべきかとか、私が言ったような理念としては立派
だとかいうよりも、要するに毎日毎日どこで何するのと。毎日ではなくても
いいですよ。おそらくここにいる方も十人十色。そういうものなのかもしれ
ませんけれども、ちょっと正直あれですよね。それでちょっと僕、最初から
こだわっていたのですけど。 

 
松田議長 そういう意味で、コーディネーターという言葉を答申に出すか出さない

かということですね、今。 
 
太田委員 出すとしたら、最後のネットワークづくり、ネットワーク形成のところ
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になるのかなと今お話を聞いて思ったのです。ネットワークをつくることは
大事で、でも、それというのはなかなか自然発生的にはできないので、一た

んできたとしてもそれを動かしていく人が必要で、そういう人材は確かに求
められていると思うのです。それをコーディネーターと呼ぶのかわからない
ですけれども、それは市がやっているイベントでそういうネットワークがで
きることもあれば、友達同士のサークルでできることもあれば、ＮＰＯがや
ることもあると思うのですけれども、それぞれ役割も違うので、一律にコー
ディネーターとして養成というのはちょっと見通しがつかない気がします。 

 
佐藤委員 人材育成という形で出すのはちょっと難しいかなと私も思います、人材

育成という形であれば。コーディネートの必要性とか、役割というものはあ
りますので、どこかの場になるのか、太田委員がおっしゃったように一番後
のネットワークのところになるのか、そのものを動かすものとしてこういう
ものも必要だということで言及していくのは必要だと思うのです。そういう

意味で私はコーディネーターというものは必要だと思いましたけれども、人
材育成という形で今回提案するのはちょっと内容的には難しいのかなと思
います。 

 
松田議長 コーディネーターの必要性をネットワークとの関連の中で書き加えてい

って、人材育成という項は触れないという方針でよろしいですか。 
 
立入委員 そうですね。 
 
松田議長 でも、立入副議長のおっしゃることは非常に重要なことですし、皆様そ

のあたりに関しては共通にご認識も持っていたのではないかと思いますの
で、答申としてはそういう形でよろしいですか。 
 そうしましたら、次、ここが一番ざっくりくくり過ぎているところなので

すけれども、家庭教育に関する学習機会を用意するという意味合いで幾つか
いただいていることが関連しているのかなと思ったのが、先ほど出ました家
庭教育のそもそもの目標を立てるということに関しても、これは情報を与え
るというだけではなくて、主体者が学習していくということですね。また、
２６、２７、２８ページまで幾つかいただいています。ちょっと見ていただ
きながら、最初これは太田先生からいただいているところなので、２６ペー
ジの項をお願いします。 

 
太田委員 家庭教育の領域と特徴を明確にした支援ということですね。これは以前、

項目としてあって、無理やり書いたもので、特にここで書くべき内容でもな
いように思うのですが、類似のことはほかのところで書かれていると思うの
で、削除でもいいのかなと思うのです。先ほど１番のところでちょっと強調

させていただいたとおり、各家庭がそれぞれに何が大事かを考えるというこ
とを踏まえて、ここの部分も考える必要があるのかなと思っています。 

 
松田議長 では、次の部分は川廷委員ですね。 
 
川廷委員 ここも項目があったので、もちろん書いたのですけれども、ここでは講

座とかサロン、訪問型というものを新たにやるというよりは、今あるものを
どのようにして皆様に届けるかということが一番大事だなということをす
ごく感じて書きました。あと、講座はよくわかったのですけれども、サロン
的なものというのが、自分でイメージがいま一つよくわからないまま、ここ
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に書いてしまいました。 
 それとあと、多様な手段でというあたりで、もうちょっとＳＮＳというも

のも利用すれば、携帯電話、スマートフォンなどを子育てしながら見ている
方ってすごくたくさんいらっしゃるようなので、そういったところでも情報
が流せるかなと思います。 

 
松田議長 次、経済格差という前のところでの話にはなっているのですが、習いご

と等の、つまり子どもの貧困というのが問題になっていますけれども、環境
によって子どもが家庭教育を得る機会がばらばらになっているというあた
りで、これは柳田先生ですか。 

 
柳田委員 はい。まず、経済格差を支えるという、補うとかいうご意見をいただい

ていて、ここはまだこのままの状態になっています。経済格差は主に親より
は、子どもという形になっているのですが、放課後の学習指導教室、学校に

ついては国立市が３月、７月にやっているということで、その結果はわから
ないのですが、ただ、お金のかかるような、塾に行けなかったりしてこのよ
うな差がついているとすれば、その支援も必要なのではないかということで
示させていただいております。 

 
松田議長 中身としてＩＣＴ等にかかわるモラルとか、これは武澤委員が調査して

くださっているところなのですけれども、本日は欠席なので、ちょっと目を
通していただきながら。 
 続きまして、２８ページのほうへいかせていただきまして、最初、これは
太田委員のほうからですね。 

 
太田委員 「外国出身者の」というところですね。これはどこかに少しは書いてほ

しいなと思っていたところで、どこでもいいのですけれども、国立市も徐々

に多文化化が進んでいますし、前から結構そうなのですが、外国出身の人が
増えていますので、そういった形の目配りが必要ということをどこかには書
きたいなというところです。 
 その次も私が書いたと思うのですが、家庭でしかできない教育というのを
応援するようなメッセージも書かないといけないのかなと思っていて、家庭
でしかできない教育は何なのかというのは難しいと思うのですが、武澤さん
がいつも言っていらっしゃるＩＣＴのこととか、あとお金の使い方みたいな
金銭感覚的なものも家庭によって大分違ってくると思うのですが、いつ、ど
こで子どもにお小遣いをどれぐらいあげるのかとか、そういったことも各家
庭で決めるべき事柄だとされていると思うのですが、その辺も何か支援でき
るのかなと。 
 あと、前から私が言っています性教育も、今、学校でもその他の場所でも

非常にやりづらい状況で、家で何とかするしかなくて、子どもはどんどん情
報を集めて、不正確な知識をもとにいろんなことを考えたり、いろんなこと
をしたりしているという状況もあって、各家庭で親御さんはいろいろと頭を
悩ませているところではないかと思うので、そこにもぜひ支援が必要ではな
いか。 
 そのように幾つかあると思うので、そこに重点的に支援が必要だというこ
とを指摘しておきたいと思っています。 
 あとは青年期の子どもを持つ保護者への支援というのがあって、これもこ
れまで何度も話が出てきて、中学生、高校生を持つ家庭への支援が相対的に
少ないのではないかということを言われているわけですけれども、実際に求
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められている支援とか、困っていることというのはなかなか目に見えづらい
かもしれないのですが、きっと保護者の方々、親御さんは悩みはたくさんあ

るはずで、迷っていることもたくさんあるはずで、そういったところを支援
する。それは例えば講演会とか講座を開けば済むようなものではなくて、む
しろお互いに語り合うような交流会であるとか、一緒に本を読んで議論をす
るような読書会とか、そういう形式のほうが好ましいのかと思っています。 
 進学や就職などについても同様で、例えば子どもの就職先がなかなか決ま
らないということで、親のほうが就職活動でやきもきしてしまうようなこと
は大学でもよく話は聞くのですけれども、子どもへの支援というのは仲立ち
であると思うのですが、そういうときの家庭そのものにどういうふうな支援
が届けられるのかというのもちょっと考える必要があるのでは 

 
松田議長 ＩＣＴの内容としての話がよく出ているのですけれども、これは佐藤委

員のほうから。 

 
佐藤委員 これはもともとが切れ目がない支援の実現のための方策ということを書

くのが、担当が武澤委員だったので、武澤委員のご専門がＩＣＴに関するこ
とだったので、切れ目のない支援の実現のためにＩＣＴのことしか載ってな
かったので、これではいくら何でも方策の一つを載せたにすぎないので幅を
持たせて、ＩＣＴももちろんこの時代、無視できない大きな動きの一つです
から、それに関する子どもたちへのフォローは必要だと思いますので、載せ
てはいけないとは思いません。だけど、それだけというのはいくら何でもお
かしいのではないかと思ったわけです。 

 
松田議長 触れ方の問題ですね。 

 次のところは、先ほどの家庭がどう教育目標を持つかという問題を取り上
げてくださっているのですが、猪熊委員。 

 
猪熊委員 太田先生と真逆のことを言っているような感じかもしれないのですが、

たしか松田先生が前回書いてくださっていた、今も多分残っていると思うの
ですが、その中で親としてのスタートラインはみな同じだというところがあ
りました。確かに子どもができてスタートラインは同じなのですけれども、
親が受けてきた家庭教育の経験値にかなり違いがあると思うのです。まず、
家庭教育は何かというのはかれないものなので、一定にするということは難
しいのですが、親としてスタートする段階から家庭教育があるということを
伝えていけたらいいのではないかと思って、今たしか心の東京革命って、東
京都のどこだったかな、担当場所は忘れたのですけれども、やっていると思
う。 

 

立入委員 国立市では育成課会ですけれども、あまり言ってはないですよね。学校
では言っています。教育委員会のほうですかね。 

 
猪熊委員 都の教育委員会ですかね。学校ではよくパンフレットをもらってくるの

ですが、あそこの言葉で、親が変われば子も変わるというのがスローガンで
入っていて、いつもこういうのが本当の家庭教育の根源なんではないかなと
思っているので、そういうところから子どもに安心感を与えて、基本的信頼
感や自己肯定感を育むことの大切さを、まず親となる段階で伝えられたらい
いのではないかなと思っていました。 
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松田議長 次、仕掛け方と支援の幅を広げるということで、これは立入さんのほう
から。 

 
立入副議長 これは今までのサロン、講座、訪問型とか、いろいろな形のことです

けれども、１種類をやるのではなくて、いろんな種類でいろんな年齢の人に
仕掛ける、一見ばらばらに見えるかもしれないけれども、やるのがいいのか
なと思っていて、その仕掛け方を考えている。 
 その次のは、小学校に行っているお子さんがついつい頭に残ってしまうの
ですけれども、中高生ですとか、学校を卒業して大人になっているであろう
人が家に引きこもってしまっているのだなという状態、その単位としては家
庭という単位だと思うので、その相談というか、支援というか、場所があれ
ばいいなというのがあります。 

 
松田議長 ありがとうございます。 

 次のところは矢野委員からいただいたところ。 
 
矢野委員 どこでしたっけ。サード・プレイス。 
 
松田議長 サード・プレイスの前なのですが、２８ページの下から７行目のところ

です。 
 
矢野委員 これ、私でしたっけ。 
 
松田議長 はい。 
 
矢野委員 そうでしたっけ。いつ書いたか忘れちゃった。これを書いた記憶ないで

すけれども、２８ページの一番後ろのところですか。 

 
松田議長 はい。私がちょっと間違っているかもしれませんが。 
 
矢野委員 これ、あれではないですか。 
 
猪熊委員 この上だと思います。④の空間があって、その２行だと思います。 
 
矢野委員 その上の３行？ 記憶になくてすみません。 
 
松田議長 いえいえ。今の立入副議長のご議論とかぶるところだと思います。太田

委員のお話ともかぶるところだと思うのです。同じところで、逆にちょっと
違う強調点で書いてくださっているのが猪熊委員だと思うのですけれども、

ご説明いただいていいですか。 
 
猪熊委員 このちょっと前の話とほとんど同じようなことなのですが、ことわざの

「三つ子の魂百まで」の魂って本当の意味はわからないのですが、この魂と
いう部分が家庭教育をなすものではないのかなと思いますので、家庭教育を
する人とされる人が一緒にいられる時間が長い時期に、重点的というわけで
はないのですが、その時期に家庭教育を行うことが大切であるということを
支援していけたらいいのではないかと思います。 

 
松田議長 ありがとうございます。ここの集め方がざっくりしているのですけれど
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も、内容と方法という面はあるのですが、家庭教育にかかわる学習機会をど
う豊かにしていくかというあたりが少し中心点としてあるのかなという感

じで聞いてはいますが、いかがでしょうか。ＩＣＴの話とかは幾分共通点に
なっていて、内容としてはこういうところへのアプローチが大事だという話
ですけれども。 

 
矢野委員 この中なのかあれなのですけれども、川廷さんと私でメールで何度かや

りとりさせていただいて、実は組みかえている間に前回の枠組みの中のあれ
でちょっといろいろあって、落ちていることが。この前もちょっと言ったの
ですけれども、この前のニーズ調査の中にもあったのですけれども、今の中
学生の８割が一度も赤ちゃんというか、子どもを世話した経験がないと。川
廷さんの言葉で言うと、子どもというものと向き合わないまま親になっちゃ
う。いいではないかというのがありますけれども、僕は絶対違うと思うので
す。 

 人間ですから、成長期にいろんなものを体験して、自己中心的になって、
それは自立といえば自立なのですけれども、命というものと向き合って、ま
してや赤ちゃんを見るというのは、強制的にやるべきかどうかというのは非
常に難しいのですけれども、それが非常に貴重な学習機会と思ったりもする
ので、ちょっとそれが抜けているということをお伝えして、それは最終的に
要らないのかもしれませんけれども、私と川廷さんの間では、特に僕なのか
もしれませんけれども、さりげないかもしれないけれども、大事ですし、そ
れを中学校の現場でやっていったりするところもありますけれども、１つ原
点だと私は思っているのです。 

 
立入副議長 私も小学校の家庭教育学習会のときに、ＰＴＡで企画してくれて、「誕

生学」というのを読呼んでくれた保護者がいて、聞いている人たちは、若い
保護者たちがいっぱい聞いてくれればいいなという内容だったのですけれ

ども、お母さんたちのグループと高校生や中学生が一緒に体育館で講座のよ
うに何回か会っているうちにだんだんなれていくみたいな講座をテレビで
やっているのを見た気がするのですけれども、兄弟が減っているので、赤ち
ゃんに触れないまま大人になる人はたくさんいると思います。 

 
太田委員 それは大事なことだというのはよくわかるのですが、それを答申に書く

ということについては、例えばそうするといいねという意見はあると思いま
すが、それを答申に書いてしまうと、赤ちゃんに触れないまま親になってい
る人たちの不安をあおったりとか、自分たちが責められているように、自分
たちは能力が低いと言われているように感じてしまったりとか、そういう効
果がもしかしたら生まれかねないような気がしています。 
 先ほどの猪熊さんの「三つ子の魂百まで」の話もよくわかるのですけれど

も、３歳になるまでに家でじっくり時間をかけられないような親御さんの気
持ちを追い詰めることにもしなっちゃったら嫌だという、考え過ぎなのかも
しれないのですけれども、家庭教育はこうあるといいねみたいなことはでき
るだけ書かないほうがいいのではないかと思って、ただ、誕生学という話は
大事だと思いますが、それは性教育にかかわるような内容なので、学校では
できないですよね。本当は学校でやってほしいと思うのですが、できないの
であれば。 

 
矢野委員 本日、ちょっと持ってこなかったのですけれども、川廷さんに教えてい

ただいて、僕もすぐ買って読んだ本の中にアメリカの研究者の人が、それは
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結構経済学的に見ているのですけれども、何度も言うひきこもりといったこ
となのですけれども、実はその先生の論文でいくと、中学生ぐらいからそう

なったときに、いろいろな社会的資源を投入して何とか治ってもらおうとし
ても実は効果がない。やっぱり幼児期に本の読み聞かせをやっておくほうが、
リスクと言っちゃいけませんけれども、そういうものを小さくする効果があ
るんだということもあるんです。 
 三つ子の魂って、個人に僕は正直、この言葉はあまり好きではないのです
けれども、クールに考えても、脅かすわけではないのですけれども、どうい
う言葉で言えば一番いいのかあれなのですけれども、子どもを成長させるた
めの原点、出発点のところがうまくいってないというか、何と言えばいいの
かわからないけれども、それはいきなり人間が体験するのに、一番初めに体
験してみてびっくりしちゃうと、そのままいっちゃうじゃないですか、子ど
もが。それよりはその以前に疑問を自分の目で持って、それから臨んだほう
がいいのではないかと思ったのです。 

 そうじゃないと、あまり言うとあれかもしれないですけれども、差別とか
何とかということにつながるのではないかと言って、アンタッチャブルにし
ていくことを日本の社会って結構やったことがあって、それが人間の成長を、
いびつなものとは言わないけれども、大事なものを忘れていってないかなと
いうことかなと思ったのです。それを強制するというのは、太田先生じゃな
いけれども、よくないのですけれども、そういう機会をさりげなくうまくで
きるといいのではないかなと。私が言うのも変ですけれども、川廷さんはい
かがですか。 

 
川廷委員 こういうところに項目としてこれを入れるよりは、現在の家庭の状況に

今の大人はというか、新しく親になった人は赤ちゃんに触れないまま成長し
てきているような状況があるということを、方策ではなくて、現状の問題、
現状としてそういったことに触れるというのはどうかなと思ったのですけ

れども。 
 
佐藤委員 現状を説明する中に今核家族が進んで。 
 
矢野委員 それをどうのこうのと言うと、ちょっと。 
 
佐藤委員 家庭の中に子どもに触れる機会が少なくなって。 
 
川廷委員 少なくなっているということを現状のほうでちょっと。 
 
佐藤委員 それこそ８割の子どもがというのがもし裏づけできたら、書いてもいい

ことですね。 

 
川廷委員 はい。 
 
佐藤委員 今議論しているのは、家庭教育にかかわる学習機会を用意する方策です

よね。であれば、家庭でなかなかできない部分をいろいろな形で支援をする
ということであれば、現状の中で、例えばＰＴＡにしても、ＮＰＯにしても、
いろいろな社会教育機関にしても、いろいろな講座なり事業なり、機会をつ
くって活動しております。 
 その活動しているものを、例えば私のやっていることでいえば、自然に触
れる学習の機会というのを、保護者の方はお忙しくてなかなかそういう経験
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がなく、子どもに伝えられなければ、私たちのようなＮＰＯが伝える。そう
いう感じで、今あるいろいろな地域の活動を子どもたち、ないしは家庭に利

用してもらう、子どもたちがその地域のいろいろな人材資源を活用しながら
経験を積むチャンスを広げるというのは書かないのでしょうか。つまり現実
にそういうことが行われているというのが、最初のほうに書かれているわけ
です。 
 それを受けて、そういう家庭教育で、今、直接子どもたちが触れるチャン
スが少ないものに関しては、地域でやっているようなことをつないでいける
仕組みさえあれば、もっと多くの人が触れる機会を持つわけです。それも必
要とするものを自分が選んで、触れるチャンスをつくればいいことですから、
だれかが与えるわけではない。だけど、そういう状況をわかりやすくつない
でおけばいいわけです。地域のＮＰＯなり、いろんな社会、例えば学校もそ
うですね。学校でもやっているわけです。大学などでもいろいろなことをや
っていますけれども、一橋大学がやっているいろいろなことを全部の人が知

っているわけではないから、そういうことを例えばつないでいけばチャンス
があるわけです。だから、学習機会を用意するというのは、一番後になるか
もわかりませんが、連携の中で用意ができていくのではないかと思っていた
のです。 

 
太田委員 それはむしろ情報提供として整理すべきではないでしょうか。そういう

ことを学べる場がここにこれだけあって、こういうのもありますということ
を情報としてきちんと届けるというのが、家庭教育への支援なのではないか
と思うのだけど。 

 
佐藤委員 そう思っていたのですが、例えば今のように赤ちゃんに触れたことがな

いではないですけれども、そういう具体的な話が出たときに、ないしはその
前にＩＣＴの話が出たときにそういう個別の話だけが出てくると、ちょっと

ややこしくなってくるのかなと思って、それであれば全体に今あるものをつ
なぐというのをここに持ってくるのかなと思ってちょっと伺ってみたわけ
です。一方では情報の提供でもありますし、具体的に言えばつなぐというこ
とにもなる、連携にもなるから、どこに入るとも言いがたいのですけれども、
それでちょっとどうなのかなと思って伺ってみたのです。 

 
矢野委員 ここ最後、議長がさっき言われたように、結構いろんな要素がいっぱい

ありますよね。だから、これ全体に整合性を持たせるのか、もう１回次まで
にどなたがまとめるのか、今のを集約していくのも大変だと思うのです。 
 また、余計な話しして、今のをぐちゃぐちゃにして申しわけない。このＩ
ＣＴのことなのですけれども、これを家庭の中で教えられますかね。無理だ
と思うのです。規制するだけ。だから、私はずっと昔に書いたように、神戸

市は大学生に教えるとか、リスクも言っているし、使いこなしていて、そう
いう人たちに教えてもらわないことには、家庭の中でクローズの中で教えら
れないし、実際、能力ないのではないですか、親は。だから、さっきおっし
ゃったように、ＩＣＴを使うなではなくて、使うのだけれども、それをどう
伝えていくかということはあったりすると思うので、幾つかこうしたほうが
いいのではないかということでもう１回うまく、次回までにここをブロック
して書かないとブレークスルーしないかもしれないなという気がするので
すけど。 

 
太田委員 たびたびすみません。教える技術とか内容については専門家にまさる家
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庭はなかなかないと思うので、それこそ学校でやっていただいたり、社会教
育の場でそういう機会を増やしたりということになると思うのですけれど

も、例えばＩＣＴに関しては、どの時点で、どこまでをその子にマスターさ
せるかみたいなのは、各家庭が方針として決めることだと思うのです。携帯
をいつから持たせるかとか、インターネットにはどの程度触れさせるのかと
いうのは家庭で決めることなので、その方針を決めるための情報とか勉強会
というのはあったほうがいいと思うのです。子どもに何を教えるかというこ
とではなくて。 

 
立入委員 そうですね。だから、リテラシーとか、そういったたぐいのモラルとか。 
 
矢野委員 でも、それって両方一遍に教えないとだめなのではないですか。 
 
立入委員 学校でもやりますよね。 

 
根本委員 家庭でしかできない教育というふうに書かれているのですけれども、学

校、例えば保護者会などで、もちろん学校からどうしても必要な今現在の子
どもたちの状況とか課題だと思っていることとか、頑張っていることとか、
さまざまあるのですけれども、そのほかに、例えばお小遣いどれくらいあげ
ているのみたいなのをお互いにざっくばらんに言い合ったり、テーマはその
ときの担任にもよると思うのですけれども、例えば携帯を持たせているかど
うかみたいなのをテーマにして、どんないいことがあったり、どんなところ
に気をつけなきゃいけないかお互いに話し合ったりするような場というの
は、深入りはできないですけれども、そういう場にすることはできなくはな
いです。 

 
太田委員 それはすごい家庭教育支援だと思うのです。そういう場を設定するとい

うことが支援だと思うのです。 
 
松田議長 ここはいつも３つぐらいの話が混戦するんだと思うのですけれども、

１つは家庭教育の支援ということは、要するに家庭教育をされる主体という
のは保護者の方なのですけれども、保護者の方を支援するのか、子ども支援
なのかというところでの議論がちょっと出てくるときがあるのです。ただ、
一方では、家庭教育として、例えばＩＣＴにうちは力を入れたいのだと。と
ころが、それをうちでやる場がないと。ですから、大概と言ったらおかしい
のですけれども、それを手伝ってという形で、家庭教育の延長線はおかしい
ですけれども、しようとしたけれども、場がないので、それを支えてくださ
っている環境があるという意味で、そうなりますと見方を変えれば、それは
子ども支援とも言えなくもないことになりますね。その辺で話がまずは混戦

するときがある。 
 もう一つは、これは太田先生がずっとおっしゃっていることは、要するに
家庭教育というのは、例えばうちはＩＣＴをやらせたいと思う、立入さんの
ところは例えば絵をかかせたいと思うとか、それぞれ目標をつくるというこ
とが基本になっているのだと。そうなると、例えば答申で、みんながＩＣＴ
が必要なので、ＩＣＴの講座をつくるような方策が必要ですねと家庭教育で
書いちゃうと、そうすると家庭教育の外圧化ということが家庭教育ですよね
となっちゃうこと自体が、家庭教育という言葉からそもそも違うのではない
かという、そこを大事にされる議論というのがある。 
 ところが、家庭でしか行えないものということで、確かに共通性の高い子
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どもへの教育ということでの課題が出てきていて、それをどういうふうにみ
んなで支え合っていくかという論点が一方では出てくる。 

 ですから、いつもこのあたりは混戦していくところだと思うのです。です
ので、家庭教育に関するという、わざと曖昧な言葉しか使えないのは、それ
が多重的になるので、例えば家庭教育に対する学習というのは教育目標をつ
くるための親の学習機会を増やすことなのか、家庭教育でいろんな目標を立
てているけれども、実際にはできないので、助けてもらうという意味で子ど
ものそういう学習の場がたくさん出てくることなのか、これは多義的だと思
うのです。 
 ですので、どうなのだという話になるのですけれども、矢野委員がおっし
ゃるとおり、ここは１回、本日のお話を受けて、またたたき台としてまとめ
直した上で議論いただくほうが非常に建設的なのかと思うのですが、よろし
いでしょうか。 

 

太田委員 今の議長の整理はわかりやすくて、そういうふうにここを書けるといい
のではないかと思いました。 

 
矢野委員 ただ、各論でいくと、ＩＣＴって結構難しくて、本日武澤委員いらっし

ゃらないからあれなのだけれども、効用を書いてもしようがないのかもしれ
ないのですけれども、武澤委員の文章は、私に言わせると結構規制一色なの
ですよね。包囲されているとか、悪意を拡大させないために制限を設け。ふ
たをすればいいんだという、それがいかないから困るのですよ、このＩＣＴ
は特に。お金もそうなのですけど。だから、いらっしゃらないからあれなの
だけれども、どういうふうに書くのか私もあれなのですけど。 

 
松田議長 わかりました。欠席裁判になってもあれですので、次回ぜひここは議論

をしたいと思います。 

 
矢野委員 学校でも今、名簿がないと、ＬＩＮＥでやっているところって結構ある

のですよね。あした台風で休みになりますとかいって。やっていません？ 
 
猪熊委員 公立小中ではＬＩＮＥではやっていないと思います。 
 
矢野委員 ＰＴＡというか、あっ、そうですか。あした学校休みよとかいってぱあ

っと。今、個人情報のあれで連絡網ってないのですよね。復活したのですか。 
 
佐藤委員 保育園とかはあるのではないかと思いますけれども、ＬＩＮＥでやりと

り。 
 

猪熊委員 連絡網はあります。電話も。学校の場合はあります。 
 
矢野委員 半分あれで、お母さんはＬＩＮＥで使うのだって、お母さんいつも使っ

ているじゃない、友達との。何でお母さん使っているのに私に使っちゃいけ
ないのって、すぐ子どもって言いますよね。そんな悪いものならお母さんも
使っちゃだめよと。 

 
根本委員 学校メール配信というのがあって。 
 
矢野委員 それが難しいのですよね。やり過ぎちゃいけないのよと言って、では、
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やり過ぎってどこまでとか、９時になったら使っちゃいけないとか、お母さ
ん何で９時に使っているのとか。僕がいたあそこで９時になって使っちゃい

けないと言ったら、友達がみんないて、隣のまちから来て、お母さん、これ
出なくていいのと言ったら、次の日、何で出ないのよといやみを言われたと
か。 

 
川廷委員 家庭でしかできない教育という中に生活習慣といったものは、生活習慣

ってここではタブーのような感じがちょっとしていたのですけれども、私は
最初に家庭教育と聞いたときには、まず生活習慣ということを一番初めのと
き思ってしまったのです。それで、生活習慣こそが、家庭で最初にやる家庭
の教育かなという気持ちがまだあるのです。なので、家庭でしかできない教
育を応援するということでまとめるようなことがあったら、生活習慣という
言葉もぜひ入れていただきたいと思ったのですけど。 

 

松田議長 昔は早寝早起きで。 
 
矢野委員 朝ご飯。 
 
川廷委員 そのメッセージをそのまま入れるということではなくて、言葉として生

活習慣。 
 
太田委員 生活習慣の中身をこっち側で決めちゃいけないと思います。早寝早起き

がみんなに絶対大事かというと、そうとも言い切れないので。 
 
川廷委員 そうですよね。ただ、生活習慣というのは親が子に与える最初の教育、

しつけというか、教育かなと思うので、言葉としては入れていただきたいと
思いました。 

 
佐藤委員 川廷委員のおっしゃったことは、川廷委員のご家庭も含めて、とても大

事なことなのだろうと思います。それぞれの家庭ではとても大事なことを今
おっしゃってくださったと思います。ただ、この答申の中に書き込むという
ことは非常に難しいと私は思います。 
 なぜかというと、生活習慣という言葉を書くだけで、今、川廷委員が丁寧
にご説明くださったような背景がそのまま伝わるとは思えないのです。そこ
が難しいと思いました。矢野委員がおっしゃるように、タブーを気にしてい
いかげんなこと、適当なことを書けばいいとか、そういうことでは全然ない
のですけれども、生活習慣というのは人によってとられ方が随分違う言葉だ
と思うのです。これが２年間の私たちの時間を持っている中の最初のころの
議論であれば、それを入れるか入れないかの内容も含めてゆっくり議論する

から、非常に大事な提案だと思うのですけれども、この時期に当たっての生
活習慣はちょっときついかなと思います。個人的な意見ですが。 

 
松田議長 実は今の問題は２年前から引きずったままなのです。両論ありますとい

うふうに見えます。ただ、一応こういうふうにご議論いただいていますので、
一たん本日の議論を踏まえて３番のところを修正した上で、見ていただくと
いうことでいきたいと思います。 
 本日時間が大体９時ですので。あと残っておりますのは豊かなつながりの
中で場づくりということでまとめられるのかなと思っているサード・プレイ
ス論、それと図書館、そしてこれは矢野委員からいただいているのですけれ
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ども、幾つか小中学校ということで、場ということで広く関連してというこ
とでいただいています。また、柳田委員のほうから場のあり方もいただいて

いるようなところです。あと、３２ページのほうではネットワークづくりと
いうことで、先ほど広くコーディネートということもこちらのほうへ引き継
いでいけばどうだということがありましたけれども、そのような内容になっ
ている。残りの部分は次回お話を深めていければと思うところです。 
 そうしましたらこの流れでいきますと、本日の議論を受けて、人材育成と
いうのは項目としてカットするということでいくといたしまして、方策につ
いては本日の議論をまとめ直して、私のほうからまたたたき台を出させてい
ただくということで。そうしましたら、本日も現状の中に赤ちゃんに触れて
いないという、これは１つの例ですけれども、そういう内容を少し入れれば
どうだろうという修正案がありましたけれども、１番、２番のところを少し
通して読んでいただいてお気づきになられたことがありましたら、事前に事
務局のほうへ送っていただいてよろしいですか。事務局は構わないでしょう

か。 
 
事務局 はい。 
 
松田議長 そうしたら、次の会は２月の定例会になりますので、火曜日に毎回あり

ますので、前の週の木曜日ぐらいまででよろしいですか。 
 
事務局 それであれば土日に読んでいただけるということで、松田先生の３の部分

を直したいただいたものについては次回までになりますでしょうか。 
 
松田議長 次回までなのですけれども、本日のようなタイミングになるかもしれま

せん。できるだけ頑張りはしますが、１月、２月、３月って忙しいですよね、
大学って。大学の先生方が何人かいらっしゃるので、ちょっと僕、心強いと

ころなのですが。 
 
太田委員 入試の期間は身動きがとれないことが多いので。 
 
松田議長 修正のたたき台はぎりぎりになるかもしれませんけれども。場合になっ

ては当日になるかもしれないですけれども。 
 
事務局 ２章までのご指摘があれば定例会の前週の木曜日までにお願いします。 
 
立入委員 １２日ですか。 
 
事務局 そうなります。２月１２日木曜日のうちにご送付いただき、事務局で取り

まとめをして、委員の皆様にご送付したいと思います。 
 
松田議長 そうしましたら次回は２までのところを、ご意見いただいた上での確認

と、今日の中身の修正のたたき台を確認していただくことと、残っている場
とネットワークの課題についてご意見をいただくと。そうしますと３月には
一旦答申案という形で、文章化し終わったものが出来上がってくると思いま
すので、３月の委員会までにお送りしたうえで見ていただいて、最後調整を
３月の会で行っていただくという流れでよろしいでしょうか。 
では、本当にありがとうございました。 
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―― 了 ―― 
 


